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舞鶴市の吉坂測定所で、下記のとおりセシウム－１３７、セシウムー１３４、ヨウ素

ー１３１が検出されましたのでお知らせします。

検出された降下物は、過去にも検出されたことがあり、放射線量に換算した場合でも、

自然界から年間に受ける量を大きく下回るものであり、健康に影響が出るレベルではあ

りません。

記

■ 降下物（3月3日～4月１2日：舞鶴市（吉坂測定所））の１月間に収集した雨水、塵）を

分析

セシウム-１３７ ０．３９メガ・ベクレル／ｋｍ
2

(※１)

セシウム-１３４ ０．３５メガ・ベクレル／ｋｍ
2

(※２)

ヨウ素 -１３１ ２．１ メガ・ベクレル／ｋｍ
2

(※３)

＜参考＞

この状態が1年間継続したと仮定しても、自然界から年間に受ける放射線量２．４

ミリ・シーベルトの1万分の１未満の極めて低い値であり、健康に影響を与えるレベ

ルではありません。

（※１） セシウム－１３７は、チェルノブイリ原発の事故時に検出されているレベルよりも

低値 約４００分の１

（※２） セシウム－１３４は、チェルノブイリ原発の事故時に検出されているレベルよりも

低値 約２００分の１

（※３） ヨウ素－１３１は、チェルノブイリ原発の事故時に検出されているレベルよりも

低値 約１００分の１


